
駐車監視員・放置車両確認機関とは

放置車両確認機関は、公安委員会から駐車監視員資格者証の交付を受けている者のうちから

選任した駐車監視員以外に、放置車両の確認等を行わせることはできません。

■ 駐車監視員

■ 放置車両確認機関

警察署長は、放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務の全部又は一部を公安委員会

の登録を受けた法人に委託することができ、その場合、その受託者（放置車両確認機関）の名称
等を公示しなければなりません。



■ 駐車監視員の記章と制服等
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■ 放置車両確認事務の民間委託制度等

Ａ 警察署長
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■ 駐車監視員による巡回活動（放置車両の確認・標章の取付け）

警 察

放置駐車

警察署の端末に
確認データを登録

携帯端末

④ 放置車両の撮影（３回目）④ 放置車両の撮影（３回目）
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③ 確認標章の作成・取付け③ 確認標章の作成・取付け
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確認標章
印字した確認標章を取付け

警 察

⑤ 警察署に確認データを提出⑤ 警察署に確認データを提出

② 放置車両の撮影（１回目、２回目）、確認データの入力② 放置車両の撮影（１回目、２回目）、確認データの入力
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違反状況を撮影、
車両番号、違反場所
などを入力

 
放置車両確認標章

標 章 番 号

登録（車両）番号

こ の 車は、 “ 放 置車両” で あ るこ とを確認し ました 。
この車の使用者は、東京都公安委員会から放置違反金
の納付を命ぜられることがあります。 
 なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して 30 日以内
に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をし
た場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場
合は、この限りではありません。 

の使用者 殿 

この車の使用者、運転者その他この車の管理責任者以外の者が
この標章を破損・汚損し、又は取り除くと処罰されます。 

運転するときは、交通事故防止のため、この標章を取り除いて下さい。

違

反

状

況
違 反 態 様

確 認 日 時

警視庁               警察署 ・ 隊 

電 話 番 号                  内線（        ）

                                   違 反 場 所

駐 車 違 反
速やかに移動して下さい。

確認開始日時

先路上

時後前午 分

第                号

氏 名                        

＊ ３ ０ １ ０ ０ ０ ６ ０ ４ ０ １ １ ２ ３ ０ ０ １ ＊

平成      年      月      日                                   

平成      年      月      日

時後前午 分

確  認  者

確認標章を取り付け後、
もう一度撮影

① 放置車両の発見① 放置車両の発見
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■ 放置車両確認事務の委託契約に係る基本的な流れ

法人登録（登録簿登載）

登 録 法 人

確認事務を行おうとする法人

法人登録申請受付
申請

登録通知

入 札 公 告

入札説明会
参 加

入 札

落札法人の決定

契 約

応 札

通 知

契約締結

警察・公安委員会



運 用 開 始

警察署長の準備・調整

委 託

駐車監視員の選任

巡回計画書の策定

制服等資器材の調達

教育訓練の実施

駐車監視員による巡回活動（放置車両の確認・標章の取付け）

放置車両確認機関

放置車両確認機関

委託の公示

警察署長


